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令和５年市議会９月定例会議案 

所 管 番   号 案            件 

財 務 報告第 ９号 令和４年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

について 

経 済 報告第１０号 令和４年度知立まちづくり株式会社決算について 

総 務 議案第３７号 知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例 

税 務 議案第３８号 知立市税条例の一部を改正する条例 

安 心 議案第３９号 知立市災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員

に対する災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する

条例 

子ども 議案第４０号 知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

国 保 議案第４１号 知立市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例 

環 境 議案第４２号 知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を

改正する条例 

 議案第４３号 令和５年度知立市一般会計補正予算（第５号） 

国 保 議案第４４号 令和５年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

長 寿 議案第４５号 令和５年度知立市介護保険特別会計補正予算（第１号）

国 保 議案第４６号 令和５年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

 認定第 １号 令和４年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について 

国 保 認定第 ２号 令和４年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

財 務 認定第 ３号 令和４年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

長 寿 認定第 ４号 令和４年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 



所 管 番   号 案            件 

国 保 認定第 ５号 令和４年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

水 道 認定第 ６号 令和４年度知立市水道事業会計決算認定について 

下 水 認定第 ７号 令和４年度知立市下水道事業会計決算認定について 

 



報告第９号 

 

   令和４年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項に規定する健全化判断比率及び同法第２２条第１項に規定する公営企業の資金

不足比率を次のとおり報告する。 

 

  令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

１ 健全化判断比率 

（単位：％） 

比率名 健全化判断比率 早期健全化基準 

実質赤字比率 － １２.８２ 

連結実質赤字比率 － １７.８２ 

実質公債費比率 １．５ ２５.０ 

将来負担比率 － ３５０.０ 

 備考 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負

担比率が算定されない場合は、「－」を記載する。 

 

２ 公営企業の資金不足比率 

（単位：％） 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

水道事業会計 － ２０.０ 

下水道事業会計 － ２０.０ 

 備考 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載する。 

 

 



報告第１０号 

 

令和４年度知立まちづくり株式会社決算について 

 

 知立まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に準じ、別紙のとおり報告する。 

 

  令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

 

 

 



議案第３７号 

 

知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例 

 

知立市職員特殊勤務手当条例（昭和５６年知立市条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表防疫手当の項中 

「 

感染症患者若しくは感染症の疑いのあ

る患者の救護又は感染症の病原体の付

着した物件の処理作業（次項に掲げる

ものを除く。） 

日額 ５００

市長の定める場所において、新型コロ

ナウイルス感染症（病原体がベータコ

ロナウイルス属のコロナウイルス（令

和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたも

のに限る。）である感染症をいう。以

下同じ。）から市民等の生命及び健康

を保護するために緊急に行われた措置

に係る作業であって市長の定めるもの

日額 ３，０００

（ただし、新型コ

ロナウイルス感染

症の患者若しくは

その疑いのある者

の身体に接触し、

又はこれらの者に

長時間にわたり接

して行う作業その

他市長がこれらに



 準ずると認める作

業に従事した場合

の日額は、４，０

００） 

」を 

「 

感染症患者若しくは感染症の疑いのあ

る患者の救護又は感染症の病原体の付

着した物件の処理作業 

日額 ５００

                          」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業に従事した職

員に対して支給する防疫手当を廃止するため必要があるからである。 



議案第３８号 

 

知立市税条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市税条例の一部を改正する条例 

 

知立市税条例（昭和４５年知立市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第６５条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業の施行地区において、同法

の規定により使用し、又は収益することができない固定資産であって、附則第

１３条の４第１項の適用が終了したもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、法定の激変緩和措置が終了してもなお使用収益できない

土地の固定資産税を軽減するため必要があるからである。 



議案第３９号 

 

知立市災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害

派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手

当等に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当等

に関する条例（昭和４５年知立市条例第７８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第４４条」を「第２６条の８」に、「新型インフルエンザ等緊急事態

措置」を「特定新型インフルエンザ等対策」に、「新型インフルエンザ等緊急事態

派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い

必要があるからである。 



議案第４０号 

 

知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年知立市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

第３７条第１項中「同省令」を「同令」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部改正等に伴い必要があるからである。 



 

 

議案第４１号 

 

知立市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市個人番号の利用に関する条例（平成２７年知立市条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中９の項を１２の項とし、５の項から８の項までを３項ずつ繰り下げ、

４の項を６の項とし、同項の次に次の１項を加える。 

７ 知立市精神障害者医療費支給条例（平成１３年知立市条例第４０号）による精

神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第１中３の項を５の項とし、２の項を４の項とし、１の項の次に次の２項を

加える。

２ 知立市子ども医療費支給条例（昭和４８年知立市条例第１３号）による子ども

医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

３ 知立市障害者医療費支給条例（昭和４８年知立市条例第３７号）による障害者

医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２中９の項を１２の項とし、５の項から８の項までを３項ずつ繰り下げ、

４の項を６の項とし、同項の次に次の１項を加える。 

７ 知立市精神障害者医療費支

給条例による精神障害者医療

費の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって規則で定めるも

の 

住民票関係情報であって規則で定めるもの 



 

 

 別表第２中３の項を５の項とし、２の項中「生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報（以下「生活保護

関係情報」という。）であって規則で定めるもの」を「生活保護関係情報であって

規則で定めるもの」に、「医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第７０号）、

船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律

第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律

第１５２号）をいう。）又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する

給付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医療保険給付関係情報」という。）

であって主務省令で定めるもの」を「医療保険給付関係情報であって規則で定める

もの」に改め、同項を４の項とし、１の項の次に次の２項を加える。 

２ 知立市子ども医療費支給条

例による子ども医療費の支給

に関する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する

情報（以下「生活保護関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第７

０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、

私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５

号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第

１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第

１９２号）又は地方公務員等共済組合法（昭和３

７年法律第１５２号）をいう。）又は高齢者の医

療の確保に関する法律による医療に関する給付

の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医

療保険給付関係情報」という。）であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報であって規則で定めるもの 

３ 知立市障害者医療費支給条

例による障害者医療費の支給

に関する事務であって規則で

定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって規則で定めるも

の 



 

 

 住民票関係情報であって規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、個人番号を利用する事務を追加するため必要があるから

である。 



議案第４２号 

 

知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月７日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 

 

知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（昭和４８年知立市条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（収集又は運搬の禁止） 

第８条の２ 市、廃棄物を収集し、又は運搬する業務を市が委託している者その他

市長が指定する者（以下「委託者等」という。）以外の者は、次に掲げる場所に

集積された資源物（一般廃棄物のうち再利用の対象となるものとして規則で定め

るものをいう。次項において同じ。）を収集し、又は運搬してはならない。 

 (1) 知立市不燃物処理場その他の一般廃棄物を集積するための場所として市が管

理する場所 

(2) 集合住宅に設置されたごみ・資源集積所であって市長が別に定めるもの 

２ 市長は、委託者等以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬

したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。 

第１９条を第２０条とし、第１８条の次に次の１条を加える。 

（知立市行政手続条例の適用除外） 

第１９条 第８条の２第２項の規定による命令については、知立市行政手続条例

（平成９年知立市条例第４３号）第３章の規定は、適用しない。 

第２０条の次に次の２条を加える。 

（罰則） 

第２１条 第８条の２第２項の規定による命令を受けた者が同条第１項の規定に違



反したときは、２０万円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第２２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 

附 則 

この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、委託業者等以外の者による資源物の収集又は運搬を禁止

するため必要があるからである。  




